
平等割
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Ⅴ 介護保険制度
１ 介護保険制度について

（ ）福岡市の第 号被保険者の保険料 （福祉局介護保険課）

１ 福岡市の第１号被保険者の保険料額 （令和６年度）

所得段階 区分 計算方法 年間保険料額

第１段階
本
人
が
市
民
税
非
課
税

世
帯
全
員
が

市
民
税
非
課
税

（※

１
）

（※

１
）

生活保護受給者、老齢福祉年金受給者、
本人の課税年金収入額とその他の合計所得金額（※ ）の
合計が 万円以下の人

基準額× 円

第２段階
本人の課税年金収入額とその他の合計所得金額（※ ）の
合計が 万円を超え 万円以下の人

基準額× 円

第３段階
本人の課税年金収入額とその他の合計所得金額（※ ）の
合計が 万円を超える人

基準額× 円

第４段階 世
帯
に

市
民
税
課
税

の
人
が
い
る

本人の課税年金収入額とその他の合計所得金額（※ ）の
合計が 万円以下の人

基準額× 円

第５段階
本人の課税年金収入額とその他の合計所得金額（※ ）の
合計が 万円を超える人

基準額 円

第６段階

本
人
が
市
民
税
課
税

本人の合計所得金額（※ ）が 万円以下の人 基準額× 円

第７段階 本人の合計所得金額（※２）が 万円を超え 万円未満の人 基準額× 円

第８段階 本人の合計所得金額（※２）が 万円以上 万円未満の人 基準額× 円

第９段階 本人の合計所得金額（※２）が 万円以上 万円未満の人 基準額× 円

第 段階 本人の合計所得金額（※２）が 万円以上 万円未満の人 基準額× 円

第 段階 本人の合計所得金額（※２）が 万円以上 万円未満の人 基準額× 円

第 段階 本人の合計所得金額（※２）が 万円以上 万円未満の人 基準額× 円

第 段階 本人の合計所得金額（※２）が 万円以上 万円未満の人 基準額× 円

第 段階 本人の合計所得金額（※２）が 万円以上 万円未満の人 基準額× 円

第 段階 本人の合計所得金額（※ ）が 万円以上の人 基準額× 円

※ 「市民税非課税」とは、市民税が課税されていない場合を指します。（ただし、災害や障がいなどの減免により市
民税非課税となっている場合は除きます。）

※ 「合計所得金額」とは、地方税法上の合計所得金額から長期・短期譲渡所得にかかる特別控除額を控除した額。

※ 「その他の合計所得金額」とは、地方税法上の合計所得金額から公的年金等にかかる雑所得及び長期・短期譲
渡所得にかかる特別控除額を控除した額。さらに令和３年度からは、給与所得は、給与所得と年金所得の双方を
有する方に対する所得金額調整控除前の給与所得から 万円を控除した額（控除後の額が０円を下回る場合は
０円）を用います。

２ 納付方法

（ ） 特別徴収（年金天引き）

・老齢（退職）、障害、遺族年金が年額 万円（月額１万５千円）以上の人

・偶数月（４月、６月、８月、 月、 月、２月）に支払われる年金からの天引き



Ⅴ 介護保険制度
１ 介護保険制度について

（ ） 普通徴収（口座振替、納付書など）

・上記以外の人（老齢（退職）、障害、遺族年金が年額 万円（月額１万５千円）未満の人など）

・口座振替や納付書による納付

・４月から翌年３月までの年 回で納付

※納付書による納付は、金融機関窓口またはコンビニエンスストア等での納付に加え、モバイル

レジ、モバイルクレジット、電子マネーでの納付も可能です。

３ 介護保険料減額制度
所得段階が第２段階または第３段階の人で一定要件に該当し、保険料の支払いが困難な人に

ついて、申請により保険料額を第１段階相当額に減額する制度があります。

申請は毎年度必要で、お住まいの区の保健福祉センター福祉・介護保険課で手続きしてください。

（ ） 減額内容

第２段階または第３段階の保険料額を第１段階相当額に減額します

（ ） 対象者：所得段階が第２段階または第３段階の人で、次のすべての要件に該当する人

① 世帯の年収が次の額以下の人

１人世帯 ２人世帯 ３人世帯 ※ 以降、世帯人員が１人増えるごとに 万円

を加算した額万円 万円 万円

② 別世帯の市民税課税者に扶養されていないこと、また生計を共にしていないこと

③ 世帯全員の預貯金などの合計額が①の金額の２倍以下であること

④ 居住用以外の土地、建物を有していないこと（活用することが困難であると認められるものを除く）

（ ） 申請に必要なもの

① 当該年度の「介護保険料納入通知書 兼 特別徴収通知書」または「介護保険料 特別徴収

通知書」

② 医療保険の被保険者証（国民健康保険被保険者証、健康保険被保険者証など）

③ 世帯の収入がわかる書類

「年金振込額通知書」「源泉徴収票」などが必要です。詳細についてはお問い合わせください。

※申告内容の確認のため、前年 月以降の取引明細が記載された預貯金通帳もお持ちください。

④ 世帯の資産状況がわかる書類

預貯金通帳や固定資産税納税通知書（居住用以外の土地、建物を所有している場合）など資

産状況がわかる書類

※別世帯の人が申請する場合は、委任状が必要です。

４ 災害などによる介護保険料減免制度
災害や著しい所得の減少などの理由で、保険料の支払いが困難な場合、申請により保険料が

減免される場合がありますので、該当する場合はご相談ください。

【問い合わせ先】
各区保健福祉センター福祉・介護保険課（ 参照）
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※訪問調査は、市職員や市が委託した事業者などの介護支援専門員等が行います。認定調査

　 員は、市が発行する調査員証または訪問調査依頼書を携帯しています。

またはオンラ

イン（「マイナポータル」サイト）で申請してください。申請は、オンライン申請を除き、家族などが代理で

行うことができます。

原本



Ⅴ 介護保険制度
１ 介護保険制度について

（ ）介護 予防 サービスの利用 （福祉局事業者指導課・介護保険課）

１ 利用できるサービス

介護サービス【要介護１～５の人】 介護予防サービス【要支援１・２の人】

居
宅
サ
ー
ビ
ス

施
設
サ
ー
ビ
ス

地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス

○訪問介護（ホームヘルプ）

○訪問入浴介護

○訪問リハビリテーション

○訪問看護

○通所介護（デイサービス）

○通所リハビリテーション デイケア

○居宅療養管理指導

○福祉用具貸与

○短期入所生活 療養 介護（ショートステイ）

○特定施設入居者生活介護

○福祉用具購入費の支給

○住宅改修費の支給

◎介護予防型訪問サービス（ホームヘルプ）

◎生活支援型訪問サービス（ホームヘルプ）

○介護予防訪問入浴介護

○介護予防訪問リハビリテーション

○介護予防訪問看護

◎介護予防型通所サービス（デイサービス）

◎生活支援型通所サービス（デイサービス）

○介護予防通所リハビリテーション デイケア

○介護予防居宅療養管理指導

○介護予防福祉用具貸与

○介護予防短期入所生活 療養 介護

（ショートステイ）

○介護予防特定施設入居者生活介護

○介護予防福祉用具購入費の支給

○介護予防住宅改修費の支給

○介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）

※要介護３～５（ただし、やむを得ない事由により居宅での

　 生活が困難であると認められる（特例入所に該当する）

　 要介護１または２）の人が対象。

○介護老人保健施設

○介護医療院

○定期巡回・随時対応型訪問介護看護

○夜間対応型訪問介護

○地域密着型通所介護

○認知症対応型通所介護

○小規模多機能型居宅介護

○認知症対応型共同生活介護

（グループホーム）

○地域密着型特定施設入居者生活介護

○地域密着型介護老人福祉施設入所者生活

介護

○看護小規模多機能型居宅介護

○介護予防認知症対応型通所介護

○介護予防小規模多機能型居宅介護

○介護予防認知症対応型共同生活介護

（グループホーム）※要支援２のみ

◎介護予防・日常生活支援総合事業：市町村が地域の実情に応じて実施するサービスです。

市町村によりサービス内容が異なるため、他の市町村が実施するサービ

スは利用できません（福岡市のサービスを提供する事業所であれば、市

外の事業所でも利用できます。）。
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Ⅴ 介護保険制度
１ 介護保険制度について

２ 対象者

要介護１～５、または要支援１・２に認定された人

３ 利用者負担額

サービス費用の 割、 割または 割

※ サービス費用以外の食費、居住費、日用品費などは、別途利用者が全額負担します。

※ 介護保険料の滞納状況によっては、利用者負担額が通常 割または 割の人は 割に、

通常 割の人は 割になる場合があります。

４ 利用方法

（１）在宅でサービスを利用する場合

居宅介護支援事業所を選んで（要支援１・２の人は、担当の「いきいきセンターふくおか（地域

包括支援センター）」へ）、いつ、どのようなサービスをどのくらい利用するかなどの介護計画（ケ

アプラン）の作成を依頼します。依頼したら、区保健福祉センター福祉・介護保険課へ届出しま

す。

ケアプランにもとづいた介護サービスを利用し、サービス提供事業者へ介護保険被保険者証

と介護保険負担割合証を提示の上、利用者負担額を支払います。

なお、在宅サービスの利用については、要介護度別に１か月に利用できる介護保険の支給

限度が決められています。

１か月に利用できるサービス費用の目安
（ ）内は、支給限度単位数

要支援１

要支援２ 約 円（ 単位）

要介護１ 約 円（ 単位）

要介護２ 約 円（ 単位）

要介護３ 約 円（ 単位）

要介護４ 約 円（ 単位）

要介護５ 約 円（ 単位）

※目安の金額は、支給限度単位数に通所介護の地域区分単価 円を乗じたものです。
※地域区分単価はサービスによって異なります。

（２）施設に入所する場合

施設に直接入所申込みをします。施設のケアプランにもとづいた介護サービスを利用し、施設へ

介護保険被保険者証と介護保険負担割合証を提示の上、利用者負担額を支払います。

【問い合わせ先】

各区保健福祉センター福祉・介護保険課（ 参照）

約 円 （ 単位）
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Ⅴ 介護保険制度
１ 介護保険制度について



Ⅴ 介護保険制度
１ 介護保険制度について

（３） 申請窓口
加入する医療保険の窓口
※計算期間（８月～翌年７月）を通して福岡市国民健康保険または後期高齢者医療制度に加入している場合は、

医療保険担当より支給対象世帯に申請手続きをご案内します。案内が届いたら手続きを行ってください。
※被用者保険に加入している場合や計算期間中途に転居などで加入する保険が変わった場合は、申請案内は

ありません。医療保険の窓口にお問い合わせください。

３ 負担限度額認定制度
（１） 内容

所得の低い人の施設利用（ショートステイを含む）が困難にならないように、申請により、所得等に応じた食

費・居住費（滞在費）の負担限度額認定証を発行し、負担を軽減します。

（※１）この他に次の要件も満たしている必要があります。

《１》世帯の配偶者も市民税非課税

《 》利用者負担段階別の預貯金等の額

第１段階の場合 預貯金等が単身 万円以下、夫婦 万円以下

第２段階の場合 預貯金等が単身 万円以下、夫婦 万円以下

第３段階①の場合 預貯金等が単身 万円以下、夫婦 万円以下

第３段階②の場合 預貯金等が単身 万円以下、夫婦 万円以下

ただし、 歳以上 歳未満の人については、全段階において、単身 万円以下、夫婦 万円 以下

になります。

（※２）「その他の合計所得金額」とは、地方税法上の合計所得金額から、公的年金等にかかる雑所得及び長期税制・

短期譲渡所得にかかる特別控除額を控除した後の額を用います。さらに令和３年８月から、平成 年度の金額

改正が影響しないようにするため、給与所得は、給与所得と年金所得の双方を有する方に対する所得調整控除

前の給与所得から 万円を控除した額（控除後の額が０円を下回る場合は０円）を用います。

●下段の（ ）内の金額は、特別養護老人ホーム（介護老人福祉施設）と短期入所生活介護を利用した場合の金額

●市民税課税世帯であっても、高齢者夫婦などの世帯で、一方が施設に入所し、施設費用を負担した残りの世帯

年収が 万円以下になるなど、在宅に残った人の生活が困窮するようなときは、軽減の対象になる場合があります。

●食費・居住費（滞在費）の負担を軽減することで、生活保護を必要としなくなる人は、軽減の対象となる場合があ

ります。

●令和６年８月より居住費の負担限度額が見直され、１日当たり６０円分増額となります。ただし、利用者負担

第１段階の多床室利用者については、変更ありません。

ユニット型個室
ユニット型

個室的多床室
従来型個室 多床室 施設サービス 短期入所サービス

第
１
段
階

820円

令和６年８月から

８８０円

490円

令和６年８月から

550円

490円
（320円）

令和６年８月から

550円
（380円）

0円 300円 300円

第
２
段
階

820円

令和６年８月から

８８０円

490円

令和６年８月から

550円

490円
（420円）

令和６年８月から

550円
（480円）

370円

令和６年８月から

430円

390円 600円

第
３
段
階
①

1,310円

令和６年８月から

1,370円

1,310円

令和６年８月から

1,370円

1,310円
（820円）

令和６年８月から

1,370円
（880円）

370円

令和６年８月から

430円

650円 1,000円

第
３
段
階
②

1,310円

令和６年８月から

1,370円

1,310円

令和６年８月から

1,370円

1,310円
（820円）

令和６年８月から

1,370円
（880円）

370円

令和６年８月から

430円

1,360円 1,300円
世帯全員が市民税非課税で、本人のその他の合計
所得金額（※2）＋課税年金収入額＋非課税年金収
入額が120万円超の人（※1）

利用者負担段階

居住費（滞在費）の負担限度額（１日あたり） 食費の負担限度額（１日あたり）

・生活保護の受給者
・世帯全員が市民税非課税で、老齢福祉年金の受
給者（※1）

世帯全員が市民税非課税で、本人のその他の合計
所得金額（ ※ ）＋課税年金収入額＋非課税年金収
入額が80万円以下の人（※1）

世帯全員が市民税非課税で、本人のその他の合計
所得金額（※2）＋課税年金収入額＋非課税年金収
入額が80万円超120万円以下の人（※1）

〇負担限度額認定証を提示した場合の 日あたりの食費と居住費



Ⅴ 介護保険制度
１ 介護保険制度について

（２） 申請に必要なもの

介護保険被保険者証、被保険者本人のマイナンバー及び申請者の身元を確認できる書類、
申請者及び配偶者の預貯金通帳など
※ほかに、非課税証明書が必要な場合があります。

（３） 申請窓口
住所地の区保健福祉センター福祉・介護保険課

４ 社会福祉法人による利用者負担軽減制度

（１） 内容

申請により、対象者と確認した人に確認証を発行し、次のとおり負担を軽減します。
Ⅰ 生活保護以外 ･･･対象サービスに係る費用（利用者負担額、食費、居住費）を原則 ％軽減
Ⅱ 生活保護受給者･･･対象サービス⑨⑩⑪に係る個室居住費を ％軽減 免除

（２） 対象サービス

①訪問介護／②夜間対応型訪問介護／③定期巡回・随時対応型訪問介護看護／
④通所介護／⑤ 介護予防 認知症対応型通所介護／⑥地域密着型通所介護／
⑦ 介護予防 小規模多機能型居宅介護／⑧複合型サービス／⑨ 介護予防 短期入所生活
介護／⑩介護老人福祉施設／⑪地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
⑫総合事業の第 号訪問（通所）事業のうち介護予防訪問（通所）介護に相当する事業

（３） 対象者

利用者負担軽減を行う社会福祉法人の事業所で対象サービスを受ける、市民税非課税世帯
で特に生計困難な人及び生活保護受給者

（４） 申請に必要なもの

・介護保険被保険者証※ 歳未満の生活保護受給者は介護認定結果通知書

・世帯全員の１年間 前年中 の収入がわかる書類（例：年金振込通知書、源泉徴収票）

・世帯全員の預貯金などがわかる書類（例：預貯金通帳、有価証券保有証明書）

・その他資産の状況がわかる書類（例：固定資産税納税通知書）

・医療保険の被保険者証

（５） 申請窓口

住所地の区保健福祉センター福祉・介護保険課



Ⅴ 介護保険制度
１ 介護保険制度について

131

109


	令和6年度_高齢者保健福祉のあらまし_前半
	令和6年度_高齢者保健福祉のあらまし_後半



